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後日回答について（第２回総合計画等推進市民委員会） 

会議当日に回答できなかった質問について、次のとおり回答いたします。 

〇施策４―２－３．障がい者の社会参加の促進（P69～P72）                                                       

№ 内 容 

1 

質問 

障がい者の社会参加の促進 

【指標③：八戸公共職業安定所管内の障害者雇用率】 

分母は、市内に法人を構えている事業所数でしょうか？ 

 

回答 

【担当課】産業労政課 

八戸公共職業安定所管内の障害者雇用率について回答いたします。 

 障害者雇用率（実雇用率）は、以下の計算式により算出されています。 

 

このうち、計算式の分子にあたる①障害者である常用雇用労働者※¹の数は、単に

雇用している従業員の数ではなく、重度障害者は１人を２人、短時間労働者は１人を

0.5人、精神短時間特殊該当者を１人として計上されています。 

また、分母にあたる②算定基礎労働者数は、常用雇用労働者数から法律に定められ

た除外率制度※²に相当する労働者数を差し引いた数になります。 

 八戸公共職業安定所管内の障害者雇用率は、八戸市内だけではなく、三戸郡の事業

所も含めた数値となります。 

なお、障害者雇用状況の届出は法人単位となっていますので、例えば、青森市に本

社があり、八戸市に支社がある場合は、青森公共職業安定所に届出、計上されること

になります。 

 

※¹「常用雇用労働者」とは 1 年を超えて雇用されている、または 1 年を超えて雇

用される見込みがあるもの。 

 ※²「除外率制度」とは一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあ

ることから、障害者の就職が一般的に困難であると認められる業種について、

雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者を控除する制度 

 

 

【後日回答資料】 

令和６年７月 10 日 

R 0 6 総 市 委 0 2 

① 障害者である常用雇用労働者の数（人） 

障害者雇用率（実雇用率）＝ 

②算定基礎労働者数（人） 

 


